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浅口市空き家家財等処分支援事業補助金交付事前申出書
　浅口市空き家家財等処分事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり申出します。この事前申出書に記載した事項は、事実に相違ありません。
　また、事前申出書の審査にあたり、下記に掲げる確認事項について、関係部署及び関係機関に調査、照会及び閲覧をすることについて承諾します。
１．確認事項
　　該当する場合は、□欄に✔印を付けてください。
□　空き家は戸建て住宅で、市の空き家情報バンクに登録するもの（現在登録しているもの）である。
□　本補助金の交付決定を受けた日から3年以上、市の空き家情報バンクに登録を継続することができる。（成約があった場合を除く）

□　空き家所有者と申請者が異なる場合、所有者からの承諾が得られている。

　□　空き家所有者が共有名義の場合、他の所有者からの承諾が得られている。
　□　申請者が法定相続人の場合、補助事業を実施することについて、他の相続人からの承諾を得ている。※申請書提出時に、承諾書の添付が必要

　 □　家財道具を処分する権限を有する者が申請する場合、権限があることを証する書類を提出することができる。
□　市税、国民健康保険税、介護保険及び後期高齢者医療保険料を滞納していない。

　□　浅口市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団員等ではない。
　□　空き家の売買・賃貸借等の取引を3親等以内で行っていない。
　□　空き家等の解体を目的とした家財処分･搬出ではない。
　□　特定家電リサイクル品（エアコン、TV、冷蔵／冷凍庫、洗濯機、衣料乾燥機）
　　　を処分・搬出するものではない。
　□　処分・搬出事業者は、浅口市一般廃棄物収集運搬業許可業者である。
　□　実施予定事業者との契約は未定結であり、搬出・処分作業に着手していない。

　□　関係法令を遵守します。
　□　令和９年2月末までに、実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出できる。

　　　（１）補助事業に係る領収書・請求書明細書の写し
　　　（２）家財等の処分・搬出契約書（又は注文書及び請書）の写し
　　　（３）実施した部分の処分前及び処分完了後の写真（撮影日の確認できるもの）

　　　（４）その他市長が必要とする書類
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